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介護予防認知症対応型共同生活介護サービス 

重要事項説明書 

《令和  年  月  日現在》 

１ 利用者(被保険者) 

氏                 名  

被保険者番号(市町村名)  
         

(            ) 

要 介 護 区 分  

要介護認定有効期間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで 

 

２ 事業者(法人)の概要 

名 称 医療法人 杏仁会 

代 表 者 名 理事長 岡田 聡 

法人の所在地・連絡先 

高槻市東和町５７番１号 

電話番号  （０７２） ６７１－００７１ 

ﾌｧｯｸｽ番号  （０７２） ６７１－００７０ 

 

３ 利用施設の概要 

施 設 の 名 称 グループホームブルーベリー 

管 理 者 名  

施設の所在地・連絡先 

高槻市東和町５７番１号 

電話番号  （０７２） ６７１－０４４１ 

ﾌｧｯｸｽ番号  （０７２） ６７１－００７０ 

 

４ 利用施設であわせて実施する事業 

事 業 の 種 類 
大阪府知事の事業者指定 利用 

定員 指定年月日 指定番号 

施設 介護老人保健施設 平成１２年３月３１日 2750980019 ９３名 

居宅 

通所リハビリテーション 平成１２年３月３１日 2750980019 ５０名 

短期入所療養介護 平成１２年３月３１日 2750980019  

認知症対応型共同生活介護 平成１２年３月２４日 2770900856 ９名 

訪問介護 平成１２年３月３１日 2770900898  

居宅介護支援事業 平成１１年９月  ６日 2770900203  

 

 

 



2 

 

５ 施設の概要  

敷地 ２１０．００平方メートル 

建物 構造 ホーム単独施設型（木造造り平屋建） 

延べ床面積 １７９．６９平方メートル 

利用定員 ９名 

 

６ 職員体制（主たる職員） 

従業員の職種 員数 区分 備考 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １名 １名     

介護職員 ６名 ４名  １名 １名  

計画作成担当者 １名    １名  

看護師 １名  １名    

 

７ 協力医療機関 

医療機関の名称 社会医療法人仙養会 北摂総合病院 

所在地 高槻市北柳川町６番２４号 

電話番号 （０７２）６９０－３０６０ 

診療科 内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・泌尿器科・耳鼻咽喉

科・眼科・皮膚科 

入院設備 有  ２１７床 

緊急指定の有無 有 

 

医療機関の名称 医療法人杏仁会 おかだクリニック 

所在地 高槻市東和町５１番８号 

電話番号 （０７２）６７６－１１４５ 

診療科 外科・内科・整形外科・胃腸科・肛門科・皮膚科・放射線科 

入院設備 無 

緊急指定の有無 無 

 

医療機関の名称 社会医療法人 東和会 

所在地 高槻市宮野町２番１７号 

電話番号 （０７２）６７１－１００８ 

診療科 内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・泌尿器科・耳鼻咽喉

科・眼科・皮膚科 

入院設備 有  ２４３床 

緊急指定の有無 有 
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８ 協力歯科医療機関 

名称 おかだ歯科クリニック 

所在地 高槻市東和町５６－２－２Ｆ 

電話番号 （０７２）６７５－８２４ 

 

９．協力施設 

施設の名称 高槻黄金の里特別養護老人ホーム 

所在地 高槻市黄金の里１－１４－８ 

電話番号 （０７２）６８７－３６８１ 

１０ 非常災害時の対策 

非常時の対応 

別途定める「消防計画」及び風水害、地震等の災害に対処するた

めの計画を作成し、関係機関への通報及び連絡体制の整備等の体

制に万全を期している。 

また、消防署とのホットラインにより、非常時の連絡体制は完備

している。また、職員間にも連絡体制が整備されている。 

地域との協力関係 
近隣自治会と協定し、非常時の相互の連携及び協力を行なう等、

地域との交流に努めている。 

平常時の訓練 

防災設備等 

別途定める「消防計画」にのっとり、協力医療機関や連携施設等

との連絡方法や支援体制について、定期的に確認し、年２回以上、

避難、救出、その他の訓練を実施している。 

・ 設備に関して 

自動火災警報器、非常通報装置、誘導灯、及び消火器を設置 

 

１１ 個人情報保護に関して 

個人情報保護措置 

従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

従業者であったものに、業務上知り得た利用者又は、その家族の

秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれら

の秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の中で締結してい

る。 

利用者のための往診、通院等の場合、当該医療機関に利用者の診

療状況に関する情報を提供できるものとする。 

利用者若しくは家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び家族

の同意を文書により得る。 

 

１２ 事故対応 

事故対応 

・ 事業所において、食中毒、感染症が発生、又は蔓延しないよう

に必要な措置を講じるものとする。これらを防止するため、必

要に応じて保健所の助言、指導を求める。 

・ 利用者に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治

医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講
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ずるとともに、管理者に報告する。 

・ 利用者に対する事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の

家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じ、採った処置に

ついて記録する。 

 

 

 

 

 

１３ サービス内容に関する苦情の連絡先 

事業所 

医療法人杏仁会グループホームブルーベリー 

電話   （０７２）６７１－０４４１ 

ﾌｧｯｸｽ      （０７２）６７１－００７０ 管理者 

対応時間 午前９時から午後５時まで （        ） 

高槻市の相談窓口 

高槻市福祉指導課 

電話   （０７２）６７４－７８２２ 

ﾌｧｯｸｽ      （０７２）６７４－７８２０ 

対応時間 午前８時４５分から午後５時１５分まで 

国民健康保険団体連合会 

大阪府国民健康保険団体連合会 

電話   （０６）６９４９－５４１８ 

ﾌｧｯｸｽ      （０６）６９４９－５４１７ 

対応時間 午前９時から午後５時まで 

 

１４ 身体拘束 

身体拘束 

利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わな

い。 

ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、

拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、

検討記録等の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。 

 

１５ 高齢者虐待防止 

虐待防止 

事業者は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な措置

を講じる。 

(1) 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上

に努める。 

(2) 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努める。 

(3) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制のほ

か、従業者利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努め

る。 
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１６ 地域との連携及び外部評価受入 

運営推進会議の設置 原則として 2 ヶ月に 1 回、利用者、市職員等、地域住民の代表者

等に対し、提供しているサービス内容を明らかにする事により、利

用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスをする事で、

サービスの質の確保を図ります。 

市の介護相談員受入 市の相談員により利用者の疑問や不安の解消及び苦情の解決を図

り、サービスの質的な向上を図ります。 

外部評価 外部評価と自己評価の結果を対比し、両者の異同につき考察し、外

部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行い、サービスの質の評価

の客観性を高め、サービスの質の改善を図ります。 

 

１７ 重度化対応に係る指針 

急性期における医師

や医療機関との連携

体制 

・利用者が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、 

その他必要を認めた場合は、利用者の主治医又は協力医療機関 

において必要な治療等が受けられるよう支援します。 

・利用者に健康上の急変があった場合は、消防署若しくは適切な 

医療機関と連絡をとり、救急治療あるは緊急入院が受けられる 

ようにします。 

・サービス供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のた 

めに、重要事項説明書記載の協力医療機関、医療連携加算対応 

機関と連携をとっています。 

看取りに関する考え

方 

設備上の関係もあり杖歩行不可の場合の利用継続が困難である為

（他の社会資源等の紹介や連携を行っていく事について）契約時に

充分に理解を得る説明を行っている。したがって、終身利用を前提

とした看取りについては現状困難である。 

 

１８ 当施設ご利用の際に注意して頂きたいこと 

来訪・面会 
来訪者は来訪時に必ず職員に届け出てください。 

 

外出・外泊 
外泊・外出の際には必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てくだ

さい。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合は、賠償して頂く

ことがあります。 

喫煙 施設内は禁煙とします。 

迷惑行為など 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、む

やみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くだ

さい。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 
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介護予防認知症対応型共同生活介護 

サービス内容説明書 

１ 施設サービスの概要と利用者負担金について 

（１）基本サービス 

種類 内容 自己負担額 

食事 調理等で入居者ができることについては 

参加して頂きます。 

食事時間  朝食  ７：３０から 

      昼食 １２：００から 

      夕食 １８：００から 

1 ヶ月あたり 

５２，５００円 

居室 ・全ての入居者に個室をご用意していま

す。 

・ご自宅で使われていた家具等をお持ち込

み頂けます。 

1 ヶ月あたり 

４０，０００円 

水道 

光熱費 

水道、光熱にかかる費用をご負担頂きま 

す。 

1 ヶ月あたり 

１７，６００円（税込１０％） 

排泄 ・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を

行うと共に、排泄の自立についても適切

な介助を行います。 

『介護予防認知症対応型共同生

活介護費』の介護保険負担割合

証に記載されている利用者負担

の割合の金額 

 

 

要支援２  ７６１単位 

 

 

入浴 毎日実施しています。 

離床 

着替え 

整理等 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを

行うように配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容

が行われるよう援助をします。 

健康管理 ・緊急等必要な場合には協力医療機関等に 

責任を持って引き継ぎます。 

・利用者が外部の医療機関に通院する場合 

 は、その介添えについて、出来るだけ配

慮します。 

相談及び

援助 

・入居者およびその家族からいかなる相談

についても支援相談員が応じ、可能な限

り必要な援助を行うように努めます。 

※食事代、居室代、水道光熱費については、途中入居の場合は日割り計算と致します。 
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（２）基本外サービス 

種類 内容 自己負担額 

理髪・美容 

 

利用者が理容店・美容室等に外出する場合は、

その介添えについてできるだけ配慮します。 

掛かった費用の実費 

日常生活品 

（おむつ等） 

 

利用者が、日常生活において、負担することが

適当と思われるものにおいては、実費にて、徴

収します。 

掛かった費用の実費 

電気代 利用者が、個別に家電製品を持ち込み使用する

場合に徴収します。 

１日あたり 

４４円（税込） 

 

（３）その他ご負担頂く項目 

●保証金 

入居時に２０万円を保証金としてお預かりし、その内１０万円を退居の際に原状復帰費と

して頂きます。尚、故意に物品に損害を与えられた場合は修繕費として原状復帰費とは別

に実費を請求させて頂く場合がございます。 

 

以下は該当する方のみの加算となります。 

●医療連携体制加算（Ⅰ） ３７単位／日 

●サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 

●初期加算（入所日から３０日以内の期間） ３０単位／日 

●口腔・栄養スクリーニング加算 ２０単位／回 

●口腔衛生管理体制加算 ３０単位／月 

●科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

●協力医療機関連携加算 １００単位／月 

●介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×１８６／１０００ 

            等 

 

※（１）～（３）のサービスについて 

介護保険の適用がある場合でも、保険料の滞納などにより介護保険負担割合証に記載

されている利用者負担の割合の「利用者負担金」で利用できなくなる場合があります。

その場合は利用者負担金を１０割お支払い頂いたうえで、後日差額の払い戻しを受け

るための手続きが必要となります。 

１単位＝１０．５４円です。 

 

（４）その他のサービス 

サービス提供記録の保管 この契約の終了後５年間保管します。 

サービス提供記録の閲覧 土・日曜日、祝祭日を除く毎日午前１０時～午後５時 

サービス提供記録の複写物の

交付 

複写に際しては、実費相当額を負担して頂きます。 

 

（５）利用者負担金の支払方法 
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  上記利用者負担金の支払いは毎月末日に精算致します。翌月の 15 日までに事業所へお

越し頂き、現金でお支払い下さい。 

  事業者は利用者から支払いを受けた時は、利用者に対し領収書を発行致します。 

 

２ サービス提供証明書の発行 

  事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受け、利用者から求められたときは、

利用者に対し、提供した認知症対応型共同生活介護サービスの内容、利用単位、費用

等を記載したサービス提供証明書を交付します。 

 

３ 居室の明け渡し 

  契約が終了する時は利用者負担金を支払いの上、契約終了日までに居室を明け渡して

頂きます。契約終了日までに居室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日から

現実に居室を明け渡された日までの期間に係る所定の利用者負担金をお支払い頂きま

す。 
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介護予防認知症対応型共同生活介護 

確認書 
 

医療法人杏仁会グループホームブルーベリーに入居利用するにあたり、介護予防認知症 

 

対応型共同生活介護重要事項説明書、サービス内容説明書を受領し、これらの内容に関し 

 

て、担当者による説明をうけ、これらを十分に理解した事を確認する。 

 

令和  年  月  日 

 

＜利用者＞ 

住所                                        

 

氏名                               ㊞㊞ 

 

 

＜代理人＞ 

住所                     

 

氏名                ㊞ 

 

 

＜説明者＞ 

所属  医療法人杏仁会 

 グループホーム ブルーベリー  

 

氏名                               ㊞㊞ 

 

 

【記入者の連絡先】 

氏  名 
 

（続柄        ） 

住  所 
（郵便番号     －      ） 

 

電話番号 （      ）     － 
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